
平成21年9月30日

内閣官房副長官補室

施設数 割合（％） H21 H22 未定その他 施設数 割合（％） H21 H22 未定その他

内閣官房 5 1 20.0% 1 0 0 0 0 0.0% 0 0 0

内閣府 11 3 27.3% 1 2 0 0 0 0.0% 0 0 0

公正取引委員会 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0

警察庁 279 88 31.5% 67 21 0 7 0 0.0% 0 0 0

金融庁 1 0 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0

消費者庁 0 0 0.0% 0 0 0 0 0 0.0% 0 0 0

総務省 39 0 0.0% 0 0 0 4 2 50.0% 2 0 0

法務省 1,604 929 57.9% 312 278 339 113 89 78.8% 2 63 24

外務省 10 9 90.0% 6 2 1 2 2 100.0% 0 0 2

財務省 2,205 1,073 48.7% 423 647 3 226 96 42.5% 45 49 2

文部科学省 12 5 41.7% 0 5 0 2 1 50.0% 0 1 0

厚生労働省 1,785 999 56.0% 113 886 0 35 29 82.9% 2 27 0

農林水産省 1,844 207 11.2% 73 121 13 4 2 50.0% 1 1 0

経済産業省 32 9 28.1% 3 4 2 2 2 100.0% 0 2 0

国土交通省 2,836 1,177 41.5% 134 1,008 35 133 59 44.4% 6 51 2

環境省 117 63 53.8% 23 9 31 0 0 0.0% 0 0 0

防衛省 8,143 3,025 37.1% 366 1,015 1,644 238 238 100.0% 107 131 0

合計 18,923 7,588 40.1% 1,522 3,998 2,068 766 520 67.9% 165 325 30

デジタル化改修計画 受信障害対応計画

各省庁所管の施設のデジタル化改修計画及び受信障害への対応計画について

省庁名 改修未了施設数 対応未了施設数
対象施設数 対象施設数
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【デジタル化改修計画について】
1　対象施設数は、全ての施設のうち、放送受信設備を備えているもの。ただし、平成23年7月までに取壊しや利用停止等により、放送受信設備が不要
となるまたは不要となる可能性のあるものは除く。
2　対応完了予定年度は、当該施設についてデジタル化改修が終了する年度とする。複数年度にまたがって対応を予定している施設については、最後
の年度とする。なお、入居者による対応を予定している施設等があるため、各対応完了年度の施設数の合計は対応未了施設数とは一致しないことが
ある。
3　「未定その他」の欄は、デジタル放送の電波が受信できない等の理由により、現時点で計画が立てられていないものの数を計上している。

【受信障害対応計画について】
1　対象施設数は、現在アナログ放送についての受信障害対策をしているもの。ただし、平成23年7月までに取壊し等により、対象施設がなくなることが
予定されている施設は除く。
2　対応未了施設数は、現時点において、デジタル放送においても受信障害が発生しているか確認できていないもの（ただし、渡切補償により対応され
ており、既に受信障害対策が終了しているため、後発事象に対して追加補償を行わないこととされている施設を除く。）、及び受信障害が発生している
が対応が完了していないもの。
3　対応予定年度は、当該施設に起因する受信障害について、対応が完了する年度とする。複数年度にまたがって対応を予定している施設について
は、最後の年度とする。
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